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山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場
（第４回幹事会）の開催について

山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第４回幹事会）
を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

１．開催日時
平成２４年８月７日（火）１３時００分から

２．開催場所
風の博物館 多目的ホール

住所：大洲市肱川町予子林９９－１

３．議 事（予定）
・検証手順の概要（案）について
・山鳥坂ダム建設事業等の点検結果について
・概略評価による治水対策案の抽出について
・概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出について
・パブリックコメントについて 等

４．公開等
・会議は公開で開催します。
・一般傍聴の方の席を３０席用意します。
・ビデオ・カメラ等の撮影は冒頭の挨拶までです。
・取材や傍聴に関する詳細は別添資料１及び２をご覧下さい。

平成２４年７月３１日
国土交通省 四国地方整備局

お問い合わせ先
国土交通省 四国地方整備局

電話：（０８７）８５１－８０６１

河川部 河川計画課長 小長井 彰祐 （内線３６１１）
こ な が い あ き ひ ろ

建設専門官 池添 好巨 （内線３６１４）
い け ぞ え よ し き よ



（別添資料１）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（第４回幹

事会）の開催について（報道機関の方へ）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（第４回幹

事会）について下記のとおり開催しますのでお知らせします。

記

１．開催日時

平成２４年８月７日（火）１３時００分から

２．開催場所

風の博物館 多目的ホール

住所：大洲市肱川町予子林９９－１

３．議 事（予定）

・検証手順の概要（案）について

・山鳥坂ダム建設事業等の点検結果について

・概略評価による治水対策案の抽出について

・概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出について

・パブリックコメントについて 等

４．受 付

・受付日時 平成２４年８月７日（火）１２時３０分～１２時５０分

・受付場所 会議場前入り口付近の報道機関受付窓口

・事前の登録は不要です。

・受付にて必要事項を記入の上係員の指示に従って入場してください。

・会場には、報道機関用の席を設けています。報道機関用の席に着席し

て取材してください。

５．その他

・取材に際しては、別紙－１の取材についてのお願いを遵守してくださ

い。



（別紙ー１）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」

（第４回幹事会）

取 材 に つ い て の お 願 い

（取 材）

１）会議を取材しようとする方は、会議場に入室する前に受付において

「報道関係者受付簿」に必要事項を記入し、「報道」と記載されたプ

レ－トを着用して下さい。

２）報道関係者は、会議場内において次の事項を遵守して下さい。

①報道関係者の方はあらかじめ用意された席で取材願います。

②円滑な運営を図るためビデオ・カメラ等の撮影は、冒頭の挨拶まで

の間とさせていただきます。

③ビデオ・カメラ等の撮影位置は事務局席までとし、それより前列に

は立ち入らないで下さい。

④携帯電話は電源を切るかマナーモードにして使用しないで下さ

い。

⑤報道機関用の席でPC等の使用は、議事や他の傍聴者等の迷惑になら

ない限り可能です。なお、取材に必要となる電源は各社で用意して

ください。



（別添資料２）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（第４回幹

事会）の開催について（一般の方へ）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（第４回幹事

会）について下記のとおり開催しますのでお知らせします。

記

１．開催日時

平成２４年８月７日（火）１３時００分から

２．開催場所

風の博物館 多目的ホール

住所：大洲市肱川町予子林９９－１

３．議 事（予定）

・検証手順の概要（案）について

・山鳥坂ダム建設事業等の点検結果について

・概略評価による治水対策案の抽出について

・概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出について

・パブリックコメントについて 等

４．受 付

・受付日時 平成２４年８月７日（火）１２時３０分～１２時５０分

・受付場所 会議場前入り口付近の一般傍聴受付窓口

・事前の登録は不要です。

・受付にて必要事項を記入の上、係員の指示に従って入場してください。

・会場には、一般傍聴用の席を３０席用意しています。

・受付は先着順とし、満席になり次第受付を終了します。その際はご了

承下さい。

５．その他

・傍聴に際しては、別紙－２の傍聴要領を遵守してください。



（別紙－２）

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」

（第４回幹事会）傍聴要領

（主旨）

この要領は、「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場

（幹事会）」（以下「幹事会」という。）の議事を円滑に進めるため、傍聴に

関し必要な事項を定めたものです。

（幹事会の傍聴）

１）会議を傍聴しようとする方は、会議場に入室する前に受付において「傍

聴者受付簿」に必要事項を記入し、「傍聴者」と記載されたプレートを着

用してください。

２）傍聴者は、会場内において次の事項を遵守してください。

①会議における発言等への批判、可否の表明、拍手などをしないこと。

②発言、私語、談論などをしないこと。

③プラカード、はちまき、腕章などをしないこと。

④ビラ、資料等の配布はしないこと。

⑤携帯電話は、マナーモードもしくは電源を切り、使用しないこと。

⑥みだりに傍聴者席を離れないこと。

⑦その他、会場の秩序を乱したり議事の妨げになるような行為は行わない

こと。

３）事務局は、傍聴者が上記に掲げる事項を遵守しない場合は、傍聴者に退

室を指示することがあります。

４）事務局が退室を指示したときは、速やかに退室してください。

５）以上のほか、傍聴者は事務局の指示に従ってください。




